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大規模氾濫減災対策協議会の追記 

島根県では、平成２９年度に国・県・市町村等が連携して大規模氾濫に対する減災対策を推

進するため、各県土整備事務所（局）毎に減災対策協議会を設立しました。各協議会では、減

災に向けた５年間の「地域の取組方針」を策定し、毎年出水期前に取組状況のフォローアップ

を行うことしています。このたび、島根県水防計画に大規模氾濫減災対策協議会の取組につい

て追記しました。 

河川課 防災グループ 

島根県水防協議会を開催

島根県では、水防法第7条に基づき県内の水防事務の調整およびその円滑な実施のために島根県水

防計画を定め、これにより洪水等による水害を警戒、防御することで被害の軽減を図っており、また、

毎年これに検討を加えて見直しも行っています。 

このたび、上記の見直しを盛り込んだ「平成30

年度島根県水防計画（案）」について審議するため、

3月22日に「島根県水防協議会」を開催し、審議

の結果原案どおり承認されました。なお、承認を受

けたこの水防計画をもとに今後県内市町村もそれぞ

れの水防計画の見直しを行い、来たる出水期に備え

ることとなります。 協議会の様子

主な改正点 

平成 30 年度島根県水防計画を策定しました 



河川課 河川海岸整備グループ

波浪警報は、高波による遭難や沿岸施設の被害など、重大な災害が発生するおそれがあると予

想された時に発表されます。 

 島根県では、毎年春先に行う定期点検

に加え、波浪警報解除後に、海岸保全施

設への影響と漂着物の有無を確認するた

めに、職員が速やかに現地へ行き、点検

を行っています。 

 護岸や離岸堤及び砂浜などの海岸保全

施設は、海岸背後の道路や人家などの財

産を波浪から守る重要な施設であること

から、波浪警報が発表された後の点検は

必要不可欠です。 

また、県民のみなさまに安心して海岸を利用していただけるよう、砂浜への漂着物の有無や防

護柵の点検も行っています。

波浪警報が発表された時には、風

浪やうねりにより危険な状況となり

ますので、沿岸部には近づかず、海

水浴や海釣りなどのレジャーは行わ

ないようにしましょう！ 

 また、海岸沿いを移動する際は、

高波に注意を払いましょう！ 

海 岸 保 全 施 設 の 点 検 を 行 っ て い ま す 

★何の為に？ 

★波浪警報が発表されたら 



河川課 防災グループ 

 ５月１３日（日）江津市渡津町地先において、江の川下流総合水防演習を開催いたします。 

江の川下流総合水防演習を開催！ 

洪水などの災害が発生したときに、人命や財産を守り、被害を最小限に食い止めるた

めにどんな水防活動が行われているのか間近で見られる貴重なチャンスです。 

 入場無料、見学自由ですので、多くの方にご来場いただければと思います。 



【編集後記】  河川課 企画調査グループ 小林 

 今年度より河川課企画調査グループに配属となりました小林です。河川と海岸について、これ

からしっかり勉強していきたいと思っています。 

 今号では「島根県水防計画」と「海岸保全施設の点検」の記事を掲載しています。身近な河 

川の水防活動について知るきっかけになれば幸いです。 

さて、島根県河川課では、今後も河川・海岸に関する話題・情報を提供したいと思います。 

バックナンバーは河川課ホームページにも掲載していますのでご覧ください。 

編集者 島根県土木部河川課企画調査グループ  
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mail：kasen@pref.shimane.lg.jp
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